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網掛けの職員は学芸員

研究員

主査

副館長

参事
(管理・施設担当)

館長

堺市立みはら歴史博物館（指定管理者）

【参考】
常勤職員

常勤職員

管理係長主幹

堺市立みはら歴史博物館については、令和2年4月1日から
指定管理者制度を導入し、館の管理運営を行っている。

【指定管理者】　アクティオ（株）
（令和2年度～令和6年度）

主幹

令和6年度　博物館（堺市博物館、さかい利晶の杜）組織体制　令和6年4月1日現在

学芸課

館長 副館長 課長

学芸係長

副主査

研究員

再任用職員
2人

会計年度職員
3人

課長補佐
【 職員数　29人（博物館3人、学芸課26人）

 ■ 博物館
　　 館長　1人
  　 副館長　1人
   　参事役　1人

■　学芸課
　　 常勤学芸員　10人
    　（内訳）歴史3人、考古4人、美術3人
      再任用学芸員　3人
　    （内訳）歴史1人、考古2人
      会計年度学芸員　4人
    　（内訳）文学2人、歴史1人、考古1人）
      常勤事務職員 4人
      再任用事務職員 1人
      会計年度職員 4人

副主査

研究員

勤務２年以上の学芸員（役職のない一般職員）

再任用職員推進係長

参事役
(施設整備推進担当)

会計年度職員

会計年度職員
（学校教育担当2人）

会計年度職員

副主査

再任用職員

会計年度職員

さかい利晶の杜
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